
浄化槽新規設置者講習会の開催案内及び実施方法の検討
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【目的】

静岡県では、浄化槽の維持管理等（保守点検、清掃、法定検査等）の周知を目的に、前年度

に浄化槽設置の手続をした人（設置者）を対象に浄化槽新規設置者講習会を開催している。

講習会の形式について、令和元年度までは市町ごとに対面で行っていたが、新型コロナウイ

ルス感染症の流行をきっかけに、令和２年度からは静岡県公式 YouTube に掲載した動画を設

置者自身で視聴してもらう形式をとっている。講習会を動画形式とすることで、会場等の手

配や浄化槽協会各支部との調整等が不要になるほか、設置者の都合に合わせて受講できるな

どのメリットがあったが、その一方で、約 1000 人の設置者に複数の資料を送付し、返送され

た提出物を集計する作業に相当な時間を要していた。そこで、業務削減及び提出物の提出率

向上を目指して、講習会の開催案内と実施方法を見直すこととした。

【方法】

１ 送付物の見直し

講習会の開催形式は従前どおり動画とした。動画は、くらし・環境部環境局生活環境課が

作成し「ふじのくにメディアチャンネル」（静岡県公式 YouTube チャンネル）に掲載したもの

を活用している。これまでは設置者へ、動画を掲載したページの二次元コードを記した通知

文に複数の資料を併せて封筒に封入し送付していたが、居住する市町や法定検査の受検状況

などによって送付物を分けていたため、作業が非常に煩雑であった（表１）。

表１：浄化槽新規設置者講習会の通知と資料

そこで、今年度は東部健康福祉センターのホームページに「令和６年度浄化槽新規設置者

講習会特設サイト」を作成し、これまで設置者に送付していた資料をインターネット上で閲

覧できるようにした。さらに、送付物の封入作業をなくすため、設置者への案内は、特設サ

送付物 令和２～５年度 令和６年度

１.通知文 送付（Ａ４用紙） 送付（ハガキ）

２.浄化槽の維持管理に関する

パンフレット（Ａ３版） 送付

特設サイトに掲載
３.浄化槽の届出等をまとめた表

４.浄化槽維持管理業者一覧 送付（設置市町別）

５.浄化槽法定検査依頼申込書
送付（未受検者のみ）

６.浄化槽法定検査の約款等

７.講習会修了確認書
送付

→提出（郵送、メール、FAX）

電子申請システム

８.浄化槽使用開始報告書 電子申請システム又は

申請書ダウンロード



イトの二次元コードを記したハガキを送付することとした。なお、設置者から、インターネ

ットを使用できる環境にない等の理由で紙の資料を希望する旨の連絡があった場合は、従来

通り資料を郵送した。

２ 講習会修了書等の提出方法の見直し

講習会動画を視聴したことの確認のため、設置者には「講習会修了確認書」の提出を求め

ており、これまでは、資料に同封された用紙に設置者が記入し、郵送、電子メール又はファ

クシミリで提出していた。しかし、講習会の案内をハガキで行う場合は用紙を添付すること

ができないため、今回は県の電子申請システムを活用することとした。用紙のデータを特設

サイトに掲載することも可能だが、電子申請システムを利用することで、設置者はスマート

フォンで簡易に修了確認書を提出でき、当センターは集計作業が容易になった。同様に、浄

化槽の使用を開始してから 30 日以内に提出する「浄化槽使用開始報告書」についても、特設

サイトに申請書ダウンロードサービスへのリンクを掲載することで、電子化を図るとともに

電子申請システムからでも提出しやすい導線とした。

【結果及び考察】

１ 業務量の削減

これまでは発送物の準備に特に多大な時間を要していたが、今回はハガキの送付のみであ

ったため、資料の印刷、封入等の作業を大きく削減することができた（表２）。また、浄化槽

の設置市町や法定検査の受検状況によって送付物を分ける必要がないため、発送物のダブル

チェック（当センター生活環境課ではトリプルチェック）の時間も短縮された。また、修了

確認書の集計は電子申請システムで一括して行うことができるため、負担が大きく減った。

表２：発送及び集計に要した日数

一方で、今回新たに発生した作業として、特設サイトの作成や電子申請システムによる修

了確認書の様式作成等に１～２日程度を要したが、次年度以降も活用できるため、長期的に

はメリットの方が上回ると考えられる。

２ 費用の削減

発送物がハガキのみとなったことで、印刷及び用紙代や郵便料金を約５万円削減すること

ができた。今年度、紙の資料を希望した人は 16 人であり、資料発送にかかる追加の作業及び

作業内容
おおよその所要日数（日）

令和５年度 令和６年度

発送資料作成 1.0 1.0

送付リストの確認 0.5 0.5

宛名ラベルの貼付 0.2 －

資料の印刷、三つ折り 1.0 0.3

(ハガキ通信面のみ)

ダブルチェック（トリプルチェック） 3.0 0.7

修了確認書の提出確認、集計 1.5 0.5

合計 7.2 3.0



費用の負担は少なかった。

３ 講習会の受講率の変化

昨年度及び今年度の浄化槽新規設置者講習会の受講者数（修了確認書の提出数）を比較し

たところ、修了確認書の電子化により受講率が向上することを期待したが、今年度の受講率

は昨年度に比べ 4.9％低下した。電子化により気軽に受講ができる一方で、電子申請システム

には必須入力や全角・半角などの入力規則があり、入力の障壁になった可能性がある。

【まとめ】

今年度の浄化槽新規設置者講習会の開催にあたり、資料の郵送を止め、ハガキによる案内

とホームページ上での資料閲覧の形式をとった。その結果、講習会の受講率の向上には至ら

なかったが、業務量と費用を削減することができた。今回の取組を参考に、今後の講習会の

開催案内と実施の方法について検討し、受講率の向上につなげていきたい。


